
「スクールリーダースタンダード（校長・准校長等の指標）」とは

教員組織のミドルリーダーから、校長・准校長に至るまでに必要とされる６つの資質・能力を、

「第１期」から「第４期」の４段階のキャリアステージに分けて整理しています。

「第１期」 を「リーダー養成期」とし、 「第２期」を 「首席/指導教諭」 、「第３期」 を

「教頭」、 「第４期」 を「校長・准校長」として全部で４段階のキャリアステージに分けています。

スクール

リーダー

スタンダード

１

経営的視点

（課題設定

・解決）
２

組織管理

・運営

３

人事管理

・人材育成

４

危機・

安全管理

５

渉外

６

学校事務

・財務

学校全体の課題を明確にし、
解決への方策を「学校経営

方針」として策定し、PDCA
サイクルにより実行す
る「学校経営的」視点

一人ひとりの教職員や教職員
集団の課題（強みと弱み）を
把握し、学校教育目標を実現
できる組織にしていく「組織
管理・運営」の視点

教職員の模範となる規範意識
を身に付け、教職員の育成の
ための指導力や、適正な評価
をしていく「人事管理・人材
育成」の視点

リスクマネジメントについて
の知識と技能を身に付け、学
校の安全確保にむけた体制整
備と方針を示すことができる
「危機・安全管理」の視点

学校予算や徴収金等の適正な
執行についての知識を有し、
点検を行えるような「学校事
務・財務」の視点

学校教育の充実に向けて、適
切な情報発信や、他校種や地
域など関係者との交流や連携
を企画実施できる「渉外」の
視点

リーダー養成期

校内のミドルリーダーとして、担当組織の中心と

して業務を遂行する

首席・指導教諭

首席、指導教諭として校内外の組織を横断して指

導性を発揮する

教頭

校長・准校長
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「大阪府教員等育成指標」について
「スクールリーダースタンダード（校長・准校長等の指標） 」

１ 経営的視点
（課題設定・解決）

２ 組織管理・運営 ３ 人事管理・人材育
成

４ 危機・安全管理 ５ 渉外 ６ 学校事務・財務

第
4

期

校
長
・
准
校
長

○中・長期的な学校経営ビ
ジョンを策定し、教職員
に示すことができる。

○学校内外の状況や課題を
適切に把握し、対応策を
講じることができる。

○課題解決に向けて、教育
の情報化を進めるととも
に、教員に対し必要な指
導・助言を行い、ビジョ
ンを実現できる。

○学校目標達成のために、多
様な人材を活用し、協働的
な組織運営を進めることが
できる。

○授業改善のための体制を構
築し、目標達成のために具
体的な取組みを進めること
ができる。

○人権の尊重や子どもの指
導・支援について、問題事
象の未然防止も含め、計画
的に行うための組織づくり
ができる。

○教職員の育成ステージに応
じ、指導・助言するなど人
材育成を行うことができる。

○教職員の模範となるととも
に、教職員の資質・能力の
向上のために指導・助言が
できる。

○ICTの積極的な導入による
業務効率化や外部人材の活
用など、学校における働き
方改革の取組みを推進する
ことができる。

○子どもの安全・安心、学
校の危機管理について、
学校体制を整備するとと
もに、家庭・地域・関係
諸機関との協力体制を構
築できる。

○管理体制が十分であるか
常に状況の把握・見直し
を行うとともに、緊急時
に適切に対応方針を示す
ことができる。

○教育情報セキュリティポ
リシーを策定し、適切に
運用するとともに、教職
員に遵守させることがで
きる。

○学校の課題を解決する
ために広く学校内外に
おいてネットワークを
構築することができる。

○学校内外の関係者の相
互作用を活用し、学校
力を高めることができ
る。

○学校内外に対して説明
責任を果たし、適切に
情報を発信することが
できる。

○学校に係る事務及び対外
的な事務が、遅延なく適
切に処理されていること
を常に点検し、適正な状
態を保持できる。

○必要な予算の確保、執行
を計画的かつ適正に行う
ことができる。

第
3

期

教
頭

○中・長期的な学校経営ビ
ジョンを策定し、校長に
提案することができる。

○学校全体の課題を把握し、
対応策を提案するなど、
校長を補佐することがで
きる。

○学校目標に基づき、進捗
状況を把握し、計画を進
めることができる。

○学校目標達成に向けて、活
用する多様な人材とコミュ
ニケーションを図り、協働
的な組織運営を進められる
よう、校長を補佐すること
ができる。

○授業改善のための効果的な
取組みを提案し、組織運営
を進めることができる。

○人権の尊重や子どもの指
導・支援を計画的に行うた
めの組織づくりに向けて、
校長を補佐することができ
る。

○教職員の育成ステージに応
じ、校長と相談しながら指
導・助言するなど、人材育
成に努めることができる。

○教職員の模範となるととも
に、校長を補佐し、教職員
の資質・能力の向上のため
に指導・助言ができる。

○学校における働き方改革の
取組みの推進のために、教
職員の状況を把握し、適切
に助言することができる。

○子どもの安全・安心、学
校の危機管理について、
学校・家庭・地域・関係
諸機関と連携し、進める
ことができる。

○管理体制を把握し、緊急
時に、対応方針に基づい
て、適切に教職員に指示
を出すことができる。

○教育情報セキュリティポ
リシーを理解し、適切に
運用するために、教職員
に指導・助言することが
できる。

○学校の課題解決に向け
たネットワークを構築
するための調整を行う
ことができる。

○校長を補佐して学校・
家庭・地域・関係諸機
関と協働し、学校力を
高めることができる。

○校長を補佐して学校内
外に対して説明責任を
果たすとともに、情報
を発信し、交流を促進
することができる。

○学校に係る事務及び対外
的な事務を自ら遅延なく
適切に処理するとともに、
点検を行うことができる。

○必要な予算の確保、執行
を点検し、適切に行うこ
とができる。

第
2

期

首
席

○中・長期的な学校経営ビ
ジョンを理解し、教職員
の意見をまとめながら、
取組みを進めることがで
きる。

○学校全体に関わる課題を
把握するために、情報収
集を行うとともに、教職
員の意見等を取りまとめ
ることができる。

○学校目標に基づき、学校
が直面する課題を認識し、
学校全体のアクションプ
ラン作成に積極的に関わ
るとともにその推進役を
果たすことができる。

○一人ひとりの教職員の強
み・弱みを踏まえ、組織全
体の特色を意識し、協働的
な組織づくりを進めること
ができる。

○授業力向上に対する取組み
を進めることができる。

○人権の尊重や子どもの指
導・支援を計画的に行うた
めの組織づくりに向けて、
取組みを進めることができ
る。

○教職員の育成ステージに応
じ、一人ひとりの教職員の
気持ちや立場を理解しなが
ら、適切な指導・助言を行
うことができる。

○コンプライアンスの意識の
向上に向けて、校内におけ
る推進役を果たすことがで
きる。

○教員の業務量について把握
し、適切に助言することが
できる。

○危機・安全管理に対する
教職員の意識を高めるた
めに、適切な指導・助言
を行うことができる。

○学校安全に関わる研修等
を企画し、実施すること
ができる。

○個人情報の適正管理につ
いて、改善のために必要
な指導・助言を行うこと
ができる。

○家庭・地域・関係諸機
関との連携の核として、
行動することができる。

○家庭・地域・関係諸機
関との、積極的な交流
を推進することができ
る。

○家庭・地域・関係諸機
関に、積極的に情報発
信することができる。

○学校・学年及び対外的な
事務を統括し、遅延なく
正確・丁寧に処理するこ
とができる。

○学校予算の制度や事務執
行について知識を持ち、
経費の節約や予算の効
果・効率的な執行につい
て、助言を行うことがで
きる。

指
導
教
諭

○中・長期的な学校経営ビ
ジョンを理解し、取組み
を進めることができる。

○学校全体に関わる課題を
把握するために、情報収
集を行うとともに、教職
員の意見等を取りまとめ
ることができる。

○学校目標に基づき、学校
が直面する課題を認識し、
学校全体のアクションプ
ラン作成に積極的に関わ
るとともにその推進役を
果たすことができる。

○ICTを活用した成果や課題
の共有・改善を図り、各教
員が主体的に取り組む環境
づくりを推進することがで
きる。

○研究討議会を進行したり、
他の教員の授業を分析し、
助言したりすることができ
る。

○教員の授業を観て指導・助
言するとともに、授業改善
に向けての組織的な取組み
を進め、目標達成のための
研究体制を整えることがで
きる。

○教員個々の実態を把握し、
授業改善に向けて適切に指
導・助言するとともに教員
の意欲を引き出すことがで
きる。

○コンプライアンスの意識の
向上に向けて、校内におけ
る研修を企画し、実施する
ことができる。

○授業力向上や効果的なICT
の活用について、教職員の
意識を高めるとともに、具
体的に助言することができ
る。

○危機・安全管理に対する
教職員の意識を高めるた
めに、適切な指導・助言
を行うことができる。

○学校安全に関わる研修等
を企画し、実施すること
ができる。

○個人情報の適正管理につ
いて、改善のために必要
な指導・助言を行うこと
ができる。

○家庭・地域・関係諸機
関との連携の核として、
行動することができる。

○家庭・地域・関係諸機
関などへの情報提供や
保護者に対する相談活
動ができる。

○府教育センターや市町
村の研究機関の研究・
研修を支援するととも
に、地域の学校の教員
に対し、授業改善等の
指導ができる。

○学校・学年及び対外的な
事務を統括し、遅延なく
正確・丁寧に処理するこ
とができる。

○学校予算の制度や事務執
行について知識を持ち、
経費の節約や予算の効
果・効率的な執行につい
て、助言を行うことがで
きる。

第
1

期

リ
ー
ダ
ー
養
成
期

○中・長期的な学校経営ビ
ジョンを理解し、取組み
を進めることができる。

○国内外の教育の動向に関
心を持ち、必要な情報を
的確に集めることができ
る。

○課題設定・解決のための
クリティカルシンキング
ができる。

○組織マネジメントの手法
（PDCAサイクル、チーム
ビルディング、SWOT分析
等）について理解し、その
活用ができる。

○校内の模範として、研究
［公開］授業を行い、校内
の授業改善に努めることが
できる。

○人権の尊重や子どもの指
導・支援について、問題事
象の未然防止も含めた組織
的な対応ができる。

○カウンセリングマインドを
持ち、メンタリング、コー
チング等の技能を身に付け、
教職経験の少ない教員に助
言することができる。

○コンプライアンス、法令に
ついて、必要な知識を身に
付け、教職経験の少ない教
員に助言することができる。

○周囲に適切な助言ができ、
管理職等に相談しながら、
機能的な組織づくりに貢献
することができる。

○リスクマネジメント、ク
ライシスマネジメントの
知識と技能を身に付け、
安全管理のための適切な
対応ができる。

○学校における危機管理に
係る取組みを推進するこ
とができる。

○危機管理に向けて、学校
の組織活動における役割
を意識し行動できる。

○他校種や地域など学校
内外において様々な人
と関わり、課題解決に
生かすことができる。

○他校種や地域など学校
外の様々な人と関わり、
連携・協働を積極的に
進めることができる。

○学校内外に対して説明
責任を果たし、適切に
情報を発信することが
できる。

○校務に必要な文書や資料
等を作成する際にICTを
活用することについて、
経験の少ない教職員に適
切な助言ができる。

○学校予算、学校徴収金等
について知り、経費の節
約や予算の効果的・効率
的な執行を行うことがで
きる。
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